
決算書掲載頁　95

内
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 市民から寄せられるくらしの中で生じた様々な問題についての解決を図るため、市民相談を受付け、市の各種相談窓口
や関係機関などの相談先を案内し、効果的な相談機会を提供する。

引き続き、市民にとって必要な相談が必要な時にできるように取り組む。また、法律相談(予約制)においては、相談を急
ぐ方にはキャンセルが出た場合、連絡をして少しでも早く相談が受けられるように配慮する。
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 市民から寄せられるくらしの中で生じた様々な問題についての解決を図るため、市民相談を受付け、市の各種相談窓
口や関係機関などの相談先を案内し、効果的な相談機会を提供する。
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引き続き、市民にとって必要な相談が必要な時にできるように、また相談内容に応じた適切な相談先を案内できるように
取り組む。また、法律相談(予約制)においては、相談を急ぐ方にはキャンセルが出た場合、連絡をして少しでも早く相談
が受けられるように配慮する。
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事業：市民相談事業                         

市民が抱える様々な悩みや不安を解消し、安心して生活ができるよう、弁護士、司法書士などの専門家や相談関

係機関との連携を図り、適切な対応に努めた。 

また、社会の多様化に伴う市民ニーズに対応できるよう、庁内関係課との連携に努めた。 

    

細事業：市民相談事業                        

(1) 法律相談の実施 

市民生活にかかわる問題で､その解決に法的知識を必要とする相談に応じるため法律相談を実施した｡ 

委 託 料  2,409,180円（くらしの総合相談分を含む） 

相談日時  毎週水曜日 午後 1時～4時半など 

相談場所 市役所内相談室など 

相 談 員 大阪弁護士会所属弁護士 

 

項   目 
年  間  相 談 件  数 年間法律相談実施 

日数及び弁護士数 男 女 計 

定 例 相 談         174 273 447 51日･ 70名 

くらしの総合相談 12 18  30 2日･   6名 

年 間 合 計         186 291 477 53日･  76名 

 

 

(2) 登記相談の実施 

土地の分･合筆､財産相続などに関する諸手続きや､問題解決を図るために市内の司法書士会並びに土地家

屋調査士会の協力を得て登記相談を年 4回実施した｡ 

相談日時  平成 25年 7月 18日（木）  午後 2時～4時 

平成 26年１月 16日（木）  午後 2時～4時 

       及びくらしの総合相談(年 2回)の中でも実施 

相談場所 市役所内相談室など 

相 談 員  司法書士・土地家屋調査士 

司法書士・土地家屋調査士長野会から各 1人 

相談件数  20件（くらしの総合相談分 10件を含む） 

 

(3) くらしの総合相談の実施 

多岐にわたる市民相談について､各分野の相談員を一堂に集め､あらゆる角度からアドバイスを行い問題

の解決を進めるため､くらしの総合相談を実施した｡ 

第１回  相談日時 平成 25年 5月 21日（火） 午後１時～4時 

第２回  相談日時 平成 25年 10月 15日（火） 午後 1時～4時 

 

(4) 行政相談の実施 

   行政に対する身近な苦情・要望・意見を聴くために行政相談を実施した。(相談件数 ７件) 

   相談員 行政相談委員３人 

   相談日時 毎月第１・３火曜日 午前 10時～正午 


